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出店者募集ご案内

《屋台で起業しませんか？》

水洗トイレ・電気・ガス・
上下水道完備の衛生的な
屋台街です。
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山形屋台村ほっとなる横丁出店者募集要項

1． 物件概要

１）名　称　　　山形屋台村ほっとなる横丁

　　２）所在地　　　山形市七日町

　　３）敷地面積　　約１３０坪

　　４）構造

　　　(イ)厨房本体　　　１７軒　　２．６m×１．３m

　　　(ロ)水洗共同トイレ　　１棟　　６．２m×２．５m

　　５）付帯設備（変更が生じる場合がございます）

（イ）上下水道　　　　　　　　

（ロ）電気

（ハ）ガス

（ニ）共同水洗トイレ

（ホ）厨房本体

（へ）グリストラップ

2． 出店内容および出店条件の概要

　１）契約形態　契約者本人が営業することを原則とします。

①契約名称　　「山形屋台村ほっとなる横丁出店と営業に関する基本契約書」

②契約期間　　３年間（中途契約の方は変更の可能性有り）

③契約面積　　一店舗あたり２．６m×１．３m＝３．３８㎡

④使用面積　　一店舗あたり３．３m×３．０m＝９．９㎡

２）休業日　各屋台において決定していただきます。

　　　　ただし、

①休業日は事前に当社に報告していただきます。

②当社の定めた全店休業日があります。

（リニューアル工事期間　平成２４年５月１６日～５月３１日）

　　　　　③長期の休業は当社が許可をしないことがあります。

３）営業時間　各屋台において決定していただきます。

　　　　ただし、

　　　①決定した営業時間は当社に報告していただきます。

　　　②営業日には原則として全店１８：００～２３：３０間は営業義務時間とします。

４）出店者負担費用

	内　　訳
	金　　額
	備　　考

	１）支払出店料（返還無し）


	２０万円
	※取り扱い方法は①参照

	２）預入保証金（退店時に返還有り）


	６０万円
	※取り扱い方法は①参照

	３）家賃（月額）


	１０万円
	※支払方法は②参照

	４）共益費（月額）（宣伝広告費含）
	２万円
	※支払方法・内訳については②、③参照

	５）内部厨房設備・備品費など
	出店者でご用意して頂きます。
	

	６）屋台製作費・

　　冬用防寒壁制作費
	出店者でご用意して頂きます。
	※詳細は⑥参照

	７）その他の経費
	出店者でご負担頂きます。
	※詳細は⑥参照


申込証拠金：預入保証金６０万円のうち２０万円也を申込証拠金として、

　　　　　　申込期間内（３月１２日～４月６日）に銀行振込にてお支払い頂きます。

　　　　　　尚、この申込証拠金は契約時に預入保証金の一部として振替させて頂きます。

申込証拠金は審査の結果出店不採用となった場合は全額返還いたします。

尚、出店申込者側の都合で取り止める場合は返還致しません。

　①預入保証金・支払出店料取扱方法

　　支払出店料　　　一店舗　　２０万円也

　　預入保証金　　　一店舗　　６０万円也

　（イ）お支払い方法

　　　　①預入保証金６０万円のうち２０万円を申込証拠金として申込期間内にお支払頂きます。

　　　　②預入保証金の残金４０万円と支払出店料２０万円の合計６０万円也を（契約時）にお支払頂きます。

· お支払はいずれも銀行振込とさせて頂きます。

· 申込証拠金２０万円は契約時に預入保証金の一部として振替させて頂きます。

· 振込料手数料は各自ご負担下さい。

【預入保証金、支払出店料（申込証拠金）振込先】

《銀行名》　　山形銀行　　流通センター支店

《口座番号》　普通預金　　３０８０５６

《口座名義》　株式会社　　リノベーション山形

＜お支払スケジュール＞
２００９年３月１２日～４月６日　　　申込証拠金　　金２０万円

２００９年４月６日まで　　　　　　　預入保証金残金４０万円＋支払出店料２０万円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計　　　　　金８０万円

　　（ロ）返還方法

　　　　　・支払出店料は返還致しません。

・預入保証金は契約終了時に契約に基づく一切の債務支払の完了が確認された時点で返還致します。尚、この間は無利息と致します。

　　（ハ）中途解約の場合の預入保証金の取り扱い

　　　　中途解約の場合は以下の金額を中途解約金として差し入れて頂きます。

　　　　　　　　　１年目解約は100％

　　　　　　　　　2年目解約は　75％

　　　　　　　　　3年目解約は　50％

　②家賃・共益費の支払方法

　　前家賃制とし、翌月分を支払指定日までにお支払頂きます。

　　　家　　　賃　　　　　月額10万円（消費税別）

　　　共　益　費　　　　　月額　2万円（消費税別）

　（イ）お支払方法

　　　指定銀行より引き落としとさせて頂きます。引き落としの手続きは契約後行います。

　（ロ）支払指定日

　　　翌月分を前月の１４日に引き落としにてお支払頂きます。

　③共益費の内訳

　　共益費は一店舗あたり月額２０，０００円を差し入れて頂きます。
　＜共益費の内訳＞

　　（イ）共通部分の光熱費（主として電気代・ガス料金等）

　　（ロ）共同水洗トイレの上下水道料・保守・点検・消耗品・清掃費

　　（ハ）共用設備の保全・整備費

　　（ニ）ゴミ収集費

　　（ホ）その他共用部分に関する諸費用

　④その他の経費

　　以下の費用は各店舗で負担して頂きます。

　　（イ）専用コンセントからの電気料金、専用上下水道料金、ガス料金等を各個メーターにより負担して頂きます。

　　（ロ）保険料

　　（ハ）保健所申請料

　　（ニ）独自におこなう広告宣伝費

　　（ホ）出店者自治会費

　　　　　・山形商工会議所

· 七日町一番街商店街振興組合

· 七日町商店街振興組合

· 山形スローフード協会

　　（へ）その他

　　⑤屋台・冬期間の防寒設備の設計造作

　　　店舗の設計造作が出店者の負担にて施工頂きます。店舗の設計造作については当社の設計基準、規制等に基づいて設計していただき、当社が設計審査にあたり、調整、指導を行います。審査、文書による承認を受けた後に施工して頂きます。

　　　　（イ）屋台の製作費

　　　　　　　屋台は各自で製作して頂きます。

　　　　（ロ）冬期間の防寒設備製作等費用

　　　　　　　屋台それぞれのアイデア及び設備で対応して頂きます。

３．当社指定業者について

　　・渡辺包装株式会社

　　　　　　内装・装飾工事　　株式会社創美社

　　　　　　厨房設備　　　　　株式会社アイホー

　　　　平成２１年５月１６日～５月２７日の工事に関しては上記の業者にて実施いたします。

　　　　尚、平成２１年６月５日オープン以降の工事にて上記指定業者以外の業者を使う場合は、事前に事務局に文書で届けて許可を得て頂きます。

４．扱商品（メニュー）について

　　　　内容等については事前に打ち合わせはさせて頂きますが、原則として当社の方針に従って頂きます。

　　　　尚、品目（メニュー）変更の場合は当社の文書による承認が必要です。

　　　　ただし、営業形態、品目（メニュー）の大きな変更がある場合、当社で許可しないことがあります。

５．営業・使用形態について

　　　　時間帯、季節、イベント等によって営業・使用形態が変わる場合があります。

６．注意事項

　　（イ）食品衛生管理者の資格が必要です。開業前に資格を取得して下さい。

　　（ロ）提出書類に虚偽を記載したり、もしくは事実を省いたりした場合は契約を解除する場合があります。

　　（ハ）提出書類の内容の変更の届出は当社の文書による承認を得ることとします。

　　（ニ）契約の際には連帯保証人１名が必要です。

　　（ホ）官公庁の許認可につきましては、開店日までに出店者自身で必要な手続きを済ませて頂きます。

　　（へ）権利の譲渡・転貸は一切出来ません。

　　（ト）家賃、共益費、工事費、個別経費等については、別途消費税がかかります。

　　（チ）敷地内外に専用駐車場はありません。

　　（リ）入居後に入居者自治会を組織して頂きます。（テナント会）
　　　　出店申込後に出店者側のご都合で出店を取り止めにされる場合は、申込証拠金の２０万円は返金致しません。

７．応募の申込方法

　　必要事項をご記入の上、下記書類一式をそろえて下記期日までに当社までご郵送ください。

　　

　　申込期間：２００９年２月１２日（木）～２００９年４月６日（月）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当日消印有効

　　１）申込提出物

　　　　①山形屋台村ほっとなる横丁　出店希望申込書　　　※当社指定用紙

　　　　②履歴書（写真付）　　※当社指定用紙

　　　　③起業計画書　　　※当社指定用紙

　　　　④住民票（申込時の三ヶ月以内発行のもの）

　　　　⑤申込証拠金　金２００，０００円也

　　　　　　出店申込時（３月１２日～４月6日まで）にお振込下さい。

　　　　　　申込証拠金は出店不採用の場合は全額返還致します。

· 申込証拠金振込先

　　　　　　　　　　　　《銀行名》　　山形銀行　　流通センター支店

　　　　　　　　　　　　《口座番号》　普通預金　　３０８０５６

　　　　　　　　　　　　《口座名義》　株式会社リノベーション山形　

８．出店決定

　ご出店の決定は当社にて、お申込書の中より書類選考させていただき、面接の上決定させて頂きます。面接の日程は後日、個別にご連絡の上、決定させて頂きます。

　出店者は　平成２１年４月１３日（月）に決定いたします。採用の結果については直接文書にて通知いたします。

　お電話でのお問合せはお答えしかねますので、ご了承ください。

· 選考条件

· 山形県の食材を使う店舗であること。（地産地消型店舗）

· 特徴あるメニューをそろえること。柱になるメニューが必ずあること。

· 同業種は２店舗まで。

· 起業家精神に富んでいる方。

· 個人営業が原則。

· 広く全国から出店を募り、移住組を積極的に支援したい。

· やる気のある方なら経験が無くても大歓迎。

９．細則

　営業にあたっては当社制定の使用細則を遵守して頂きます。

１０．その他

　当社は地球環境の保全を目指し環境改善に努めています。出店者及びその従業員は、ごみ減量、水道使用量削減、周辺の清掃を心がけて頂きます。

１１．各種お問合せ先

　　　株式会社リノベーション山形

　　　　〒９９０－００７１

　　　　山形県山形市流通センター二丁目６の２

　　　　渡辺包装株式会社内

　　　　TEL　０２３－６６６－７６０４

　　　　FAX　０２３－６３３－３７７５

　　　　http://www.hotnaru-yokocho.jp/
山形屋台村ほっとなる横丁
タイムスケジュール
①２月２６日　AM１０：００　地鎮祭
②３月１０日　PM１３：００　出店者募集説明会
　　　　　　　　　　　　会場：スポーツプラザ２１（ナナビーンズ８F）
③４月　７日　PM１３：００　個人面接会（書類選考後連絡致します）
　　　　　　　　　　　　会場：スポーツプラザ２１（ナナビーンズ８F）
④４月１０日　AM１０：００　屋台村試食会最終選考会
　　　　　　　　　　　　会場：㈱にしむら　本社（厨房・会議室）
　　　　　　　　　　　　　　山形市立谷川二丁目１０５９番地の２１
　　　　　　　　　　　　　　　TEL０２３－６８５－４４１２
⑤４月１３日　　　　　　　　　最終個人面接会・出店者発表
⑥５月１２日　PM１２：００　出店者による試食会（ホテルにて関係者ご招待）
　　　　　　　　　　　　会場：山形グランドホテル
⑦５月２９日　PM１６：００　第一回テナント会（結団式）村長・助役発表
会場：中央公民館
⑧６月　５日　PM１２：００　オープニングセレモニー
　　　　　　　　　　　　　　　テープカットイベント

　　　　　　　　　　　　　　　この日はこのまま夜まで営業
※契約は３年契約

　　　契約日　　５月１６日から３年後５月１５日まで

　　　３年後の５月１６日から５月３１日までリニューアル工事

　　　６月５日　二期オープニング

